
第 20 回 統 一 地 方 選 挙 啓 発 業 務  

仕 様 書  

 

１  業 務 の 名 称  

  第 20 回 統 一 地 方 選 挙 啓 発 業 務  

 

２  業 務 の 目 的  

令 和 5 年 ４ 月 9 日 に 第 20 回 統 一 地 方 選 挙 （ 札 幌 市 長 選 挙 、 札 幌 市 議 会 選 挙 、 知 事

選 挙 、北 海 道 議 員 選 挙 ）が 執 行 さ れ る 。近 年 、投 票 率 は 下 降 傾 向 に あ り 、特 に 60 代 以

上 の 高 齢 者 層 の 投 票 率 が ６ 割 を 超 え て い る の に 対 し て 、20 代 以 下 の 若 年 層 の 投 票 率 は

４ 割 を 下 回 っ て お り 、 投 票 率 向 上 が 課 題 で あ る 。 ま た 、 コ ロ ナ 禍 で の 選 挙 が 想 定 さ れ

る こ と か ら 以 下 を 目 的 と し て 業 務 を 実 施 す る 。  

   今 後 ４ 年 間 の 札 幌 市 政 の 方 向 性 を 決 め る 市 民 に と っ て 重 要 な 選 挙 で あ る こ と か ら 、

広 く 有 権 者 に 投 票 日 を 周 知 し 、 多 く の 有 権 者 の 投 票 参 加 を 促 す 。  

   特 に 若 年 層 に 対 し て は 、 よ り 投 票 意 欲 の 喚 起 、 投 票 に 対 す る 心 理 的 ハ ー ド ル の 解

消 を 図 る こ と が 重 要 で あ る た め 、若 年 層 が 広 く 利 用 し て い る イ ン タ ー ネ ッ ト や SNS

等 の 電 子 媒 体 を 積 極 的 に 活 用 し た 周 知 を 行 う 。  

   有 権 者 が 安 心 し て 投 票 で き る よ う 、 投 票 所 に お け る 感 染 症 対 策 や 分 散 投 票 の 呼 び

か け な ど 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 へ の 対 応 に つ い て 、 周 知 を 行 う 。  

 

３  契 約 履 行 期 間  

  契 約 締 結 日 か ら 令 和 ５ 年 ４ 月 21 日 ま で と す る 。  

 

４  業 務 内 容  

受 託 者 は 、「 ２  業 務 の 目 的 」を 達 成 で き る よ う 、下 記 の と お り 、業 務 を 実 施 す る こ

と 。 詳 細 の 業 務 内 容 は 企 画 提 案 の 結 果 を う け て 、 札 幌 市 選 挙 管 理 委 員 会 と 受 託 者 で 協

議 し 、 調 整 す る も の と す る 。  

  ま た 、 受 託 者 は 、 下 記 項 目 に 係 る 一 切 （ 企 画 、 制 作 、 運 営 、 連 絡 調 整 及 び 費 用 の 支

払 い 等 ） を 業 務 範 囲 と し て 行 う も の と す る 。  

   共 通 事 項  

ア  統 一 地 方 選 挙 は 、「 ２  業 務 の 目 的 」の と お り 、４ つ の 選 挙 が 同 時 に 行 わ れ る 。  

各 選 挙 の 執 行 ス ケ ジ ュ ー ル は 下 表 の と お り で あ り 、 選 挙 に よ っ て 執 行 ス ケ ジ ュ

ー ル が 異 な る こ と に 留 意 す る こ と 。  

選挙 名  告示 日  投票 日  
期日 前投 票期 間  

第１ 期日 前  第２ 期日 前  

北 海 道 知 事 選 挙  3/23 
4/9 

3/24～ 4/8 
4/6～ 4/8 

札 幌 市 長 選 挙  3/26 3/27～ 4/8 
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北 海 道 議 会 議 員 選 挙  
3/31  4/9 4/1～ 4/8 4/6～ 4/8 

札 幌 市 議 会 議 員 選 挙  

イ  本 業 務 は 、 札 幌 市 民 を タ ー ゲ ッ ト と し て 啓 発 を 行 う も の で あ る こ と か ら 、 啓 発

を 行 う エ リ ア 等 に つ い て 考 慮 す る こ と 。  

ウ  本 業 務 の 実 施 に あ た り 、 札 幌 市 選 挙 管 理 委 員 会 で 保 有 す る 物 品 等 に つ い て 、 提

供 も し く は 貸 与 が 可 能 で あ る 。  

   【 例 】  

    ・  明 る い 選 挙 イ メ ー ジ キ ャ ラ ク タ ー 「 選 挙 の め い す い く ん 」 の 画 像 デ ー タ  

・  明 る い 選 挙 イ メ ー ジ キ ャ ラ ク タ ー 「 選 挙 の め い す い く ん 」 の 着 ぐ る み  

・  投 票 記 載 台 や 投 票 箱 な ど の 選 挙 器 材 、 模 擬 投 票 用 紙  

   キ ャ ッ チ フ レ ー ズ の 作 成  

   選 挙 期 間 中 の 啓 発 に お い て 、 統 一 的 に 使 用 す る キ ャ ッ チ フ レ ー ズ を 提 案 し 、 下 記

 ～  の 啓 発 に お い て 、 使 用 す る こ と 。  

  啓 発 動 画 の 制 作  

 ア  概 要  

   下 記  の 実 施 の た め に 必 要 な 啓 発 動 画 を ２ テ ー マ 制 作 す る こ と と し 、 こ の 啓 発

素 材 の 具 体 的 な 内 容 に つ い て 、 提 案 す る こ と 。  

 イ  動 画 の テ ー マ  

   以 下 の テ ー マ の 動 画 を そ れ ぞ れ 作 成 す る こ と 。  

・  投 票 の 手 順 を 分 か り や す く 伝 え る 動 画 （ 動 画 A）  

・  投 票 所 に お け る 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 を 分 か り や す く 周 知 す る と と

も に 、 分 散 投 票 を 促 す 動 画 （ 動 画 B）  

 ウ  動 画 の 規 格  

  ・  尺 （ 動 画 A： 90～ 120 秒 程 度 を 想 定 、 動 画 B： 15～ 30 秒 程 度 を 想 定 ）  

・  画 質 （ フ ル Ｈ Ｄ ）  

・  画 角 （ 16： 9）  

・  フ ァ イ ル 形 式 （ Ｍ Ｐ ４ 形 式 ）  

・  納 品 形 式 （ CD－ ROM 又 は DVD－ ROM、 ナ レ ー シ ョ ン ・ 字 幕 な し の フ ァ イ

ル を 併 せ て 納 品 す る こ と ）  

  エ  留 意 事 項  

   ・  提 案 に あ た っ て は 、 絵 コ ン テ な ど を 用 い て 、 映 像 の 構 成 案 、 内 容 に つ い て 分

か り や す く 示 す こ と 。 な お 、 投 票 の 手 順 及 び 札 幌 市 が 行 っ て い る 投 票 所 等 で の

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 対 策 に つ い て は 、 別 紙 １ 及 び ２ を 参 照 す る こ と 。  

・ 動 画 A に つ い て は 、視 聴 者 が 投 票 所 で の 手 順 を 理 解 で き る 内 容・構 成 に す る

と と も に 、「 投 票 は 難 し く な い 」と 感 じ て も ら え る よ う な 創 意・工 夫 を 行 う こ と 。  

   ・  動 画 B に お い て は 、 選 挙 名 、 投 票 日 及 び 期 日 前 投 票 に つ い て 周 知 す る こ と 。 

・ 制 作 す る 動 画 は 、市 保 有 の 広 報 媒 体（ Twitter、YouTube、LINE）や 市 内 街 頭

ビ ジ ョ ン 等 で も 放 映 を 予 定 し て い る た め 、 動 画 の 尺 は こ れ を 前 提 と し て 提 案 す
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る こ と 。 な お 、 具 体 的 な 尺 に つ い て は 、 本 市 と 調 整 し て 決 定 す る 。  

・ 動 画 制 作 に あ た っ て は 、ナ レ ー シ ョ ン を 入 れ る ほ か 、字 幕 や BGM、効 果 音 を

入 れ る な ど 、 視 聴 者 の 分 り や す さ に 配 慮 す る こ と 。 ま た 、 障 が い の あ る 方 な ど

に も 理 解 し や す い 内 容 ・ 構 成 と す る よ う 努 め る こ と 。  

  イ ン タ ー ネ ッ ト を 活 用 し た 啓 発 の 実 施  

 ア  概 要  

   特 に 若 年 層 に と っ て 効 果 的 と 考 え ら れ る SNS 広 告 や WEB 広 告 な ど の イ ン タ ー

ネ ッ ト を 活 用 し た 啓 発 を 実 施 す る こ と と し 、 こ れ に 関 す る 提 案 を す る こ と 。  

イ  啓 発 期 間  

  令 和 ５ 年 ３ 月 24 日 か ら 令 和 ５ 年 ４ 月 ９ 日 ま で  

  ウ  留 意 事 項  

・ 提 案 に あ た っ て は 、具 体 的 な SNS 広 告 等 の 種 類 を 示 す と と も に 、効 果 指 標 と

目 標 値 を 示 す こ と 。  

・ SNS 広 告 等 で 配 信 す る 啓 発 素 材 に つ い て は 、上 記  で 制 作 す る 動 画 B を 使 用

す る ほ か 、 別 途 委 託 者 が 用 意 す る 啓 発 動 画 を 使 用 す る こ と 。 な お 、 受 託 者 に お

い て 新 た に 啓 発 素 材 を 作 成 す る こ と は 妨 げ な い 。  

  音 声 媒 体 を 活 用 し た 啓 発 の 実 施  

 ア  概 要  

   街 頭 放 送 等 の 音 声 媒 体 を 用 い て 、 投 票 日 等 の 周 知 や 投 票 参 加 を 促 す こ と 。  

  イ  啓 発 内 容  

   (ｱ) 街 頭 放 送  

・ 放 送 場 所 は 、大 通 地 区 、す す き の 地 区 、琴 似 地 区 と し 、一 回 の 放 送 時 間 は

30 秒 程 度 と す る 。  

・  啓 発 期 間 中 、 各 放 送 地 区 に お い て 、 １ 日 当 た り 30 回 以 上 放 送 す る こ と 。 

   (ｲ) バ ス タ ー ミ ナ ル 音 声 広 告  

  ・ 放 送 場 所 は 、福 住 バ ス タ ー ミ ナ ル 、大 谷 地 バ ス タ ー ミ ナ ル 、宮 の 沢 バ ス タ

ー ミ ナ ル と し 、 一 回 の 放 送 時 間 は 30 秒 程 度 と す る 。  

・  啓 発 期 間 中 、 各 バ ス タ ー ミ ナ ル に お い て 、 1 日 当 た り 40 回 以 上 放 送 す る

こ と 。  

   (ｳ) 上 記 (ｱ)、 (ｲ)の 他 、 音 声 媒 体 を 用 い た 効 果 的 な 啓 発 の 提 案 は 妨 げ な い 。  

な お 、 提 案 を 行 う 場 合 は 、 具 体 的 な 媒 体 種 類 や 、 啓 発 回 数 を 示 す こ と 。  

 ウ  啓 発 期 間  

   令 和 ５ 年 ３ 月 24 日 か ら 令 和 ５ 年 ４ 月 ８ 日 ま で  

 エ  留 意 事 項  

  ・  上 記 イ ー (ｱ)及 び (ｲ)に お い て は 、 委 託 者 が 提 供 す る 原 稿 に つ い て 、 当 該 放 送

等 に お い て 通 常 想 定 さ れ る 方 法 （ 録 音 方 法 、 録 音 の 場 所 等 ） に よ り 、 音 声 デ ー

タ を 作 成 す る こ と 。  

・ 音 声 デ ー タ に つ い て は 、第 １ 期 日 前 投 票 所 の み 投 票 可 能 な 期 間（ ３ 月 24 日 か
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ら ４ 月 ５ 日 ま で ） に 使 用 す る も の と 、 第 １ 期 日 前 及 び 第 ２ 期 日 前 投 票 所 の 両 方

で 投 票 可 能 な 期 間 （ ４ 月 ６ 日 か ら ４ 月 ８ 日 ま で ） に 使 用 す る も の の ２ 件 を 作 成

し 、 啓 発 期 間 中 に 差 し 替 え る こ と 。  

  啓 発 物 品 の 制 作  

 ア  概 要  

   街 頭 啓 発 や 、 区 役 所 等 で 配 布 す る 啓 発 物 品 を 制 作 す る 。  

 イ  啓 発 物 品 の 種 類  

   ２ 種 類 を 制 作 す る こ と と し 、う ち １ 種 類 は「 ポ ケ ッ ト テ ィ ッ シ ュ 」と す る こ と 。

他 の １ 種 類 に つ い て は 、 受 託 者 に お い て 提 案 す る こ と 。  

 イ  制 作 個 数  

  ・  ポ ケ ッ ト テ ィ ッ シ ュ ： 18,000 個  

  ・  提 案 に よ る 物 品 ： 6,000 個  

 ウ  納 入 期 限  

   令 和 ５ 年 ３ 月 15 日  

 エ  納 品 先  

   札 幌 市 選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 及 び 各 区 選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 （ 10 区 ）  

   ※ 箇 所 ご と の 納 品 個 数 は 、 別 途 指 示 す る 。  

 オ  留 意 事 項  

・  ポ ケ ッ ト テ ィ ッ シ ュ に つ い て は フ ィ ル ム が 無 地 で ポ ケ ッ ト が つ い て い る も の

を 受 託 者 が 用 意 し 、 ポ ケ ッ ト に は 委 託 者 か ら 提 供 す る 原 稿 を 基 に 台 紙 の デ ザ イ

ン を 行 い 、 同 封 す る こ と 。  

・  受 託 者 が 提 案 す る 啓 発 物 品 に つ い て は 、 委 託 者 と 調 整 し 、 台 紙 や シ ー ル 等 に

よ り 、 投 票 日 等 の 周 知 を 行 う こ と 。  

・  納 品 方 法 等 に つ い て は 、 委 託 者 と 調 整 の 上 、 決 定 す る こ と 。  

  独 自 提 案 に よ る 啓 発 の 実 施  

上 記  ～  の ほ か 、「 ２  業 務 の 目 的 」を 達 成 す る た め に 効 果 的 な 独 自 の 提 案 は 妨

げ な い 。 な お 、 独 自 提 案 を 行 う 場 合 は 、 使 用 す る 媒 体 や タ ー ゲ ッ ト 、 啓 発 内 容 等 に

つ い て 、 詳 細 を 示 す こ と 。  

  【 独 自 提 案 の 例 】  

デ ジ タ ル サ イ ネ ー ジ 、 地 下 鉄 内 広 告 、 雑 誌 広 告 、 シ ネ ス ポ ッ ト 、 啓 発 イ ベ ン ト

の 実 施  等  

 

５  権 利 関 係  

  業 務 の 履 行 に あ た り 、疑 義 が 生 じ た 場 合 は 、委 託 者 及 び 受 託 者 双 方 の 協 議 に よ り

処 理 す る 。  

  こ の 仕 様 に 定 め の な い 事 項 は 、 委 託 者 及 び 受 託 者 で 協 議 の 上 、 決 定 す る こ と 。  

  受 託 者 は 関 係 法 令 を 遵 守 し 、 誠 実 に 業 務 を 遂 行 す る こ と 。  

  委 託 者 又 は 委 託 者 の 関 係 者 か ら 提 供 を 受 け た 資 料 等 は 、本 業 務 に の み 使 用 す る も
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の と す る 。 た だ し 、 第 三 者 に 提 供 す る 場 合 で あ ら か じ め 委 託 者 の 承 諾 を 得 た も の に

つ い て は 、 こ の 限 り で は な い 。  

  本 業 務 の 遂 行 に あ た り 、必 要 が あ る 場 合 は 相 互 調 整 の た め 打 ち 合 わ せ を 行 う も の

と す る 。  

  本 業 務 の 遂 行 に 伴 う 打 ち 合 わ せ 、 資 料 、 計 画 等 の 内 容 に つ い て は 、 外 部 に 漏 洩 し

な い こ と 。 な お 、 本 契 約 が 終 了 し 、 ま た 解 除 さ れ た 後 に お い て も 同 様 と す る 。  

  受 託 者 は 、 本 業 務 の 遂 行 に あ た り 、 第 三 者 の 著 作 権 、 著 作 者 人 格 権 及 び そ の 他 特

許 権 、 商 標 権 を 含 む い か な る 知 的 財 産 権 、 プ ラ イ バ シ ー 又 は 肖 像 権 ・ パ ブ リ シ テ ィ

権 そ の 他 の 権 利 を 侵 害 し な い こ と を 保 証 す る こ と 。 第 三 者 か ら 成 果 物 に 関 し て 権 利

侵 害 の 訴 え そ の 他 の 紛 争 が 生 じ た と き は 、 受 託 者 の 費 用 お よ び 責 任 に お い て 解 決 す

る も の と し 、 か つ 札 幌 市 に 何 ら か の 損 害 を 与 え た と き は 、 そ の 損 害 を 賠 償 す る も の

と す る 。  

  受 託 者 は 、 成 果 物 の 納 入 、 検 査 合 格 後 、 本 業 務 の 成 果 物 に 関 連 す る 著 作 権 （ 著 作

権 法 第 27 条 及 び 第 28 条 に 規 定 す る 権 利 を 含 む 。）を 、直 ち に 無 償 で 委 託 者 に 譲 渡 す

る も の と す る 。委 託 者 は 、著 作 権 法 第 20 条（ 同 一 性 保 持 権 ）第 2 項 に 該 当 し な い 場

合 に お い て も 、 そ の 使 用 の た め に 目 的 物 の 改 変 を 行 う こ と が で き る も の と す る 。  

  受 託 者 は 、 成 果 物 に 関 す る 著 作 者 人 格 権 を 、札 幌 市 ま た は 札 幌 市 が 指 定 す る 第 三

者 に 対 し て 行 使 し な い も の と す る 。  

 

６  環 境 へ の 配 慮 に つ い て  

  本 業 務 に お い て は 、 委 託 者 が 運 用 す る 環 境 マ ネ ジ メ ン ト シ ス テ ム に 準 じ 、 環 境 負 荷

低 減 に 努 め る こ と 。  

  電 気 、 水 道 、 油 、 ガ ス 等 の 使 用 に あ た っ て は 、 極 力 節 約 に 努 め る こ と 。  

  ご み 減 量 及 び リ サ イ ク ル に 努 め る こ と 。  

  レ ス ペ ー パ ー を 徹 底 す る な ど 、 紙 の 使 用 量 を 減 ら す よ う に 努 め る こ と 。  

  自 動 車 等 を 使 用 す る 場 合 は 、 で き る だ け 環 境 負 荷 の 少 な い 車 両 を 使 用 し 、 ア イ ド

リ ン グ ス ト ッ プ の 実 施 な ど 環 境 に 配 慮 し た 運 転 を 心 が け る こ と 。  

  業 務 に 係 る 用 品 等 は 、 札 幌 市 グ リ ー ン 購 入 ガ イ ド ラ イ ン に 従 い 、 極 力 ガ イ ド ラ イ

ン 指 定 品 を 使 用 す る こ と 。  

 

７  個 人 情 報 の 取 り 扱 い に つ い て  

受 託 者 は 、 こ の 契 約 に よ る 業 務 を 処 理 す る に あ た っ て 個 人 情 報 を 取 り 扱 う 際 に は 、

別 記 「 個 人 情 報 取 扱 注 意 事 項 」 を 守 る こ と 。  

 

８  本 件 に 係 る 問 い 合 わ せ 先  

  札 幌 市 選 挙 管 理 委 員 会 事 務 局 選 挙 課   田 中 、 森  

〒 060-8611 札 幌 市 中 央 区 北 １ 条 西 ２ 丁 目  

  電 話 ： 011-211-3247 Ｆ Ａ Ｘ ： 011-211-3956  
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個人情報取扱注意事 項 

 （ 個 人 情 報 を 取 り 扱 う 際 の 基 本 的 事 項 ）  

第 １  受 託 者 は 、 こ の 契 約 に よ る 業 務 を 処 理 す る に 当 た っ て 、 個 人 情 報 を 取 り 扱 う 際

に は 、 個 人 の 権 利 利 益 を 侵 害 す る こ と の な い よ う に 努 め な け れ ば な ら な い 。  

 （ 秘 密 の 保 持 ）  

第 ２  受 託 者 は 、 こ の 契 約 に よ る 業 務 を 処 理 す る に 当 た っ て 知 り 得 た 個 人 情 報 を 他 に

漏 ら し て は な ら な い 。  

２  受 託 者 は 、 そ の 使 用 す る 者 が こ の 契 約 に よ る 業 務 を 処 理 す る に 当 た っ て 知 り 得 た

個 人 情 報 を 、 他 に 漏 ら さ な い よ う に し な け れ ば な ら な い 。  

３  前 ２ 項 の 規 定 は 、 こ の 契 約 が 終 了 し 、 又 は 解 除 さ れ た 後 に お い て も 、 ま た 同 様 と

す る 。  

 （ 再 委 託 等 の 禁 止 ）  

第 ３  受 託 者 は 、 こ の 契 約 に よ る 業 務 を 第 三 者 に 委 託 し 、 又 は 請 け 負 わ せ て は な ら な

い 。 た だ し 、 あ ら か じ め 、 委 託 者 が 書 面 （ 当 該 書 面 に 記 載 す べ き 事 項 を 記 録 し た 電 磁

的 記 録 を 含 む 。 ） に よ り 承 諾 し た 場 合 は 、 こ の 限 り で は な い 。  

 （ 複 写 、 複 製 の 禁 止 ）  

第 ４  受 託 者 は 、 こ の 契 約 に よ る 業 務 を 処 理 す る に 当 た っ て 、 委 託 者 か ら 提 供 さ れ た

個 人 情 報 が 記 録 さ れ た 資 料 等 を 、 委 託 者 の 承 諾 を 得 る こ と な く 複 写 し 、 又 は 複 製 を し

て は な ら な い 。  

 （ 目 的 外 使 用 の 禁 止 ）  

第 ５  受 託 者 は 、 こ の 契 約 に よ る 業 務 を 処 理 す る に 当 た っ て 、 委 託 者 か ら 提 供 さ れ た

個 人 情 報 を 目 的 外 に 使 用 し 、 又 は 第 三 者 に 提 供 し て は な ら な い 。  

 （ 資 料 等 の 返 還 ）  

第 ６  受 託 者 は 、 こ の 契 約 に よ る 業 務 を 処 理 す る に 当 た っ て 、 委 託 者 か ら 提 供 さ れ た

個 人 情 報 が 記 録 さ れ た 資 料 等 を 、 業 務 完 了 後 速 や か に 委 託 者 に 返 還 す る も の と す る 。

た だ し 、 委 託 者 が 別 に 指 示 し た と き は 、 そ の 方 法 に よ る も の と す る 。  

 （ 事 故 の 場 合 の 措 置 ）  

第 ７  受 託 者 は 、 個 人 情 報 取 扱 注 意 事 項 に 違 反 す る 事 態 が 生 じ 、 又 は 生 ず る お そ れ の

あ る こ と を 知 っ た と き は 、 速 や か に 委 託 者 に 報 告 し 、 委 託 者 の 指 示 に 従 う も の と す

る 。  

 （ 契 約 解 除 及 び 損 害 賠 償 ）  

第 ８  委 託 者 は 、 受 託 者 が 個 人 情 報 取 扱 注 意 事 項 に 違 反 し て い る と 認 め た と き は 、 契

約 の 解 除 及 び 損 害 賠 償 の 請 求 を す る こ と が で き る 。  
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※⑥～⑭については、③～⑤の手順と同様のため、投票手順を全て映像にする必要はなく、
　字幕やナレーションにより、説明することで差し支えない。



 



別紙２ 

選挙における新型コロナウイルス感染症対策 
 

１ 分散投票の呼びかけ 

  過去の選挙における期日前投票所の日別と時間別投票者数及び当日投票所の時間別投票者数

についての情報発信を行い、投票所の混雑を避け、比較的空いている時間帯に分散しての投票

への協力を呼びかける。 

  札幌市選挙管理委員会のホームページに、期日前投票所の混雑状況をスマートフォン等から

リアルタイムで確認できるページを公開する。 

 

２ 投票所における感染症対策 

  投票所の従事者はマスク等の着用を徹底する。 

  投票所の出入口に手指消毒用の消毒液を設置する。 

  十分な間隔に配慮した入場整理を行う。 

  有権者と接する各係では、飛沫感染防止のビニールカーテンを設置する。 

  投票所で使用する鉛筆は、消毒済みのものを有権者に直接取ってもらい、使用後は回収する。

回収した鉛筆は、消毒のうえ再使用する。なお。有権者が持参した鉛筆等の筆記具を使用するこ

とも可能。 

  投票所内は定期的に換気を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別紙２ 

【参考】過去の選挙における投票状況 
１ 期日前投票所の日別投票者数 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
２ 期日前投票所の時間別投票者数 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

３ 当日投票所の時間別投票者数 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（人） 

第一期日前投票所、第二期日前投票所ともに最終日が混雑する傾向 

【混雑する時間帯】 
第一期日前投票所では、10 時から 15 時までの時間帯。 
第二期日前投票所では、10 時から 11 時までの時間帯。 

9 時から 12 時までの時間帯が混雑する傾向 
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